
河川整備計画策定にあたっての河川管理者のスタンス 

 

 

 今後、河川整備計画作成作業を進めるにあたって、河川管理者として以下に示す方

針で取り組みます。 

 

 

○ 河川整備計画に位置づける整備内容については、可能な限り整備順序や目標年次

を記述します。 

 

○ 個々の整備内容について明示した整備シートの作成に取り組みます。 

 

○ 今後、環境、治水、利水などの分野毎の整理だけではなく、たとえば、地域とい

う視点で評価する等、横断的なメニューの整理について工夫する考えです。 

 

○ 原案の中に「検討する」と記載している事項については、河川整備計画策定まで

にできる限り具体化する考えです。 

 

○ 自分にとっていかなる関わりがあるか等をわかるようにするなど、できるだけわ

かりやすい資料を作成し、丁寧に説明します。 

 

○ 学識経験者からの意見聴取については、流域委員会委員に専門的知識をもとに意

見（専門分野から見た原案の妥当性、解決策等）を述べていただくことをお願いし

ます（専門以外の分野に関するコメントを排除するものではありません。）。 

 

○ 関係住民からの意見聴取については、説明会等にお出でいただいている方だけで

なく、上下流にわたりほぼすべての住民がより良い川づくりに関心を持ち、より一層

理解が深まるよう、ホームページによる情報提供に限らず、さまざまな方法による

徹底した情報提供と意見聴取を行い、透明性、客観性を確保します。 

 

○ 関係自治体の長からの意見聴取についても、これから河川整備計画の策定という

具体の事業等を決定するプロセスに入っていくこともあり、地域の安全の確保、地

域の振興、良好な環境の創出・保全に責任のある自治体の長の意見を十分尊重し、

地域全体の合意形成を図っていきます。 




